
【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 平成28年7月20日提出

【ファンド名】 海外消費関連日本株ファンド

【発行者名】 新光投信株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤　修一

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１７番１０号

【事務連絡者氏名】 坂本　久

【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目１７番１０号

【電話番号】 03-3277-1800

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

EDINET提出書類

新光投信株式会社(E12432)

臨時報告書（内国特定有価証券）

1/2



１【提出理由】

海外消費関連日本株ファンド（以下「ファンド」といいます。）につき、ファンドの発行者の解散が決定

されたため、「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の５第４項に基づく「特定有価証券の内容等

の開示に関する内閣府令」(平成５年大蔵省令第22号)第29条第２項第14号の規定に従い本臨時報告書を提出

するものであります。

２【報告内容】

ファンドの発行者である「新光投信株式会社」は、平成28年7月13日の取締役会において、「みずほ投信投

資顧問株式会社」および「ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社」、「みずほ信託銀行株式会社」の資産

運用部門との統合を行うこと（以下「本統合」といいます。）を決議し、同日付けで統合契約書を締結しま

したので、以下の報告をいたします。

なお、本統合につきましては次の手順で行います。

平成28年10月1日（予定）を効力発生日として、まず「みずほ投信投資顧問株式会社」を吸収合併存続会

社、「新光投信株式会社」を吸収合併消滅会社とする合併を行った上で、「みずほ信託銀行株式会社」を吸

収分割会社、吸収合併後の「みずほ投信投資顧問株式会社」を吸収分割承継会社とし、同社がみずほ信託銀

行株式会社の資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分割を行い、その後、「ＤＩＡＭアセットマネジ

メント株式会社」を吸収合併存続会社、「みずほ投信投資顧問株式会社」を吸収合併消滅会社とする吸収合

併を行います。

 

 

（イ）解散の年月日

平成28年９月30日（予定）

 

（ロ）解散に係る決定に至った理由

「新光投信株式会社」、「みずほ投信投資顧問株式会社」、「みずほ信託銀行株式会社」および「ＤＩ

ＡＭアセットマネジメント株式会社」は、それぞれ平成28年7月13日開催の取締役会において、平成28年

10月1日（予定）を効力発生日として本統合を決議し、同日付で統合契約書を締結したため。

 

（ハ）法令に基づき解散に係る決定に関する情報を発行者の発行する特定有価証券の所有者に対し提供してい

る場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨

平成28年７月13日に、新光投信株式会社のホームページ（http://www.shinkotoushin.co.jp/）に当該

情報を掲載しています。
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